
２

｜

高
橋
慎
一
朗
氏
は
、
歴
史
的
に
見
て
、
前
近
代
の
日
本
の
都
市
は
均
質
な
一
つ
の
空
間
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
た
と
い
う
よ
り

は
、
さ
ま
ざ
ま
な
意
味
性
を
持
つ
「
場
所
」
の
集
合
体
と
し
て
存
在
し
て
い
た
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
よ
う
と
い
う
発
想
の
も
と
、
鎌

倉
幕
府
の
最
初
の
将
軍
御
所
で
あ
る
大
倉
御
所
跡
地
の
記
憶
を
、
さ
ま
ざ
ま
な
史
料
か
ら
呼
び
起
こ
し
、
場
所
の
記
憶
に
つ
い
て
論
じ

場
所
に
は
そ
の
場
所
の
記
憶
が
残
る
場
合
が
あ
る
。
特
に
貴
人
の
死
後
、
そ
の
邸
宅
が
故
人
と
関
わ
る
寺
院
な
ど
に
建
て
替
え
ら
れ

る
例
は
多
い
。
例
え
ば
、
拙
稿
で
は
、
鎌
倉
時
代
に
得
宗
家
に
近
い
北
条
氏
一
族
を
採
り
上
げ
、
北
条
師
時
と
そ
の
妻
が
、
師
時
の
父

の
宗
政
の
死
後
に
宗
政
を
供
養
す
る
た
め
、
宗
政
の
山
内
の
別
荘
に
浄
智
寺
を
建
立
し
て
い
る
こ
と
が
推
定
で
き
る
と
し
た
。
ま
た
、

開
基
が
北
条
貞
時
、
開
山
が
時
宗
の
妻
の
覚
山
尼
と
な
っ
て
建
立
さ
れ
た
と
さ
れ
る
東
慶
寺
も
、
貞
時
の
父
の
北
条
時
宗
の
別
荘
跡
に

建
て
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
事
例
は
、
父
の
死
後
に
、
そ
の
後
家
や
息
子
ら
に
よ
っ
て
別
荘
に
故
人
を
祀
る
寺
を
建
立
さ

た
○

れ
た
と
考
え
ら
れ
る
例
で
あ
る
。

鎌
倉
幕
府
将
軍
御
所
の
記
憶

は
じ
め
に

秋
山
哲
雄
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一
史
料
二
「
新
編
相
模
国
風
土
記
稿
」
巻
九
四
村
里
部
鎌
倉
郡
巻
二
十
四
二
四
ペ
ー
ジ

此
時
よ
り
廃
趾
〈
頼
朝
以
後
、
北
条
九
代
の
繁
昌
は
、
元
弘
の
乱
に
滅
亡
し
、
尊
氏
公
よ
り
、
成
氏
公
の
御
代
に
至
り
、
六
代
相

続
の
財
寶
、
此
時
皆
焼
亡
し
て
、
永
代
鎌
倉
亡
所
と
な
り
て
、
田
畑
も
荒
果
け
り
〉
か
か
る
都
会
の
地
な
り
し
も
、
今
は
山
麓
瀕

海
の
村
落
と
な
り
、
荒
空
壕
空
く
乖
離
の
嘆
き
を
増
す
の
み
。
夫
よ
り
後
も
猶
古
河
の
公
方
還
住
の
を
り
あ
ら
ん
か
と
て
田
圃
も

關
か
す
芝
野
と
な
し
て
置
り
と
な
り
、
此
事
今
も
里
老
の
口
碑
に
残
れ
り
。
遣
民
の
思
慕
亦
お
も
ふ
く
し

「
新
編
相
模
国
風
土
記
稿
」
は
近
世
末
期
に
作
成
さ
れ
た
地
誌
で
あ
り
、
や
や
信
畷
性
に
欠
け
る
部
分
も
あ
る
が
、
編
纂
当
時
の
認

識
を
示
し
て
い
る
と
い
う
点
で
興
味
深
い
史
料
で
あ
る
。

ま
た
、
鎌
倉
公
方
が
鎌
倉
を
離
れ
て
古
河
へ
と
移
り
古
河
公
方
と
称
す
る
こ
と
に
な
っ
た
時
に
、
古
河
公
方
が
鎌
倉
に
戻
っ
て
く
る

こ
と
も
あ
ろ
う
と
考
え
て
、
芝
野
の
ま
ま
に
し
て
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
鎌
倉
公
方
の
御
所
の
記
憶
を
よ
み
と
る
こ
と
が

で
き
る
で
あ
ろ
う
。
同
じ
こ
と
は
、
近
世
初
期
の
地
誌
で
あ
る
『
新
編
鎌
倉
志
』
に
書
か
れ
た
よ
う
な
、
以
下
の
史
料
に
も
見
ら
れ

痕
跡
が
見
ら
れ
る
。

高
橋
氏
は
、
大
倉
御
所
の
跡
地
の
一
部
が
、
御
家
人
屋
敷
や
庶
民
の
住
居
に
転
用
さ
れ
る
運
命
で
あ
っ
た
も
の
の
、
大
倉
御
所
の
周

囲
に
「
東
御
門
」
「
西
御
門
」
「
南
御
門
」
な
ど
の
地
名
が
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
や
、
大
門
寺
の
存
在
、
あ
る
い
は
当
時
の
人
間
関
係
な

ど
か
ら
、
大
倉
御
所
の
場
所
の
記
憶
を
尊
重
す
る
動
き
が
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

中
世
に
お
い
て
場
所
の
記
憶
は
、
特
に
政
権
担
当
者
の
居
所
に
つ
い
て
は
、
そ
の
土
地
利
用
に
際
し
て
配
慮
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ

た
。
例
え
ば
、
中
世
鎌
倉
に
お
け
る
場
所
の
記
憶
に
つ
い
て
は
、
中
世
後
期
の
鎌
倉
公
方
の
屋
敷
跡
に
関
す
る
、
以
下
の
史
料
に
そ
の

る
。【

史
料
二
「
新
編
鎌
倉
志
」
影
印
版
「
公
方
屋
敷
」
八
八
ペ
ー
ジ
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鎌倉幕府将軍御所の記憶

イ
ッ
レ
ノ
時
力
古
河
ノ
公
方
御
帰
ア
ラ
ン
ト
テ
畠
ニ
モ
セ
ズ
今
一
一
芝
野
ニ
シ
テ
オ
ケ
リ
ト
里
老
語
し
り

こ
こ
で
も
、
公
方
屋
敷
の
跡
地
は
、
い
つ
か
古
河
公
方
の
足
利
成
氏
が
鎌
倉
に
戻
っ
て
き
た
と
き
の
た
め
に
、
畠
に
も
し
な
い
で
芝

野
の
ま
ま
に
し
て
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
鎌
倉
公
方
に
関
わ
る
場
所
の
記
憶
は
残
さ
れ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
こ
れ
は
鎌
倉
公
方
に
つ

い
て
の
記
述
で
あ
っ
て
、
中
世
前
期
の
将
軍
御
所
に
つ
い
て
の
検
討
は
あ
ま
り
多
く
は
な
い
。

な
お
、
鎌
倉
幕
府
の
将
軍
御
所
は
、
大
倉
御
所
か
ら
北
条
義
時
大
倉
亭
南
方
を
経
て
、
宇
津
宮
辻
子
御
所
、
そ
し
て
若
宮
大
路
御
所

へ
と
移
っ
て
い
っ
た
。
そ
こ
で
以
下
で
は
、
中
世
前
期
の
鎌
倉
の
将
軍
御
所
を
中
心
に
、
場
所
の
記
憶
と
い
う
概
念
に
基
づ
い
て
、
い

く
つ
か
の
可
能
性
を
示
す
こ
と
を
め
ざ
し
た
い
。

治
承
四
年
（
二
八
○
）
、
鎌
倉
に
入
ろ
う
と
し
た
源
頼
朝
は
、
当
初
は
父
源
義
朝
の
邸
宅
に
入
る
と
考
え
て
い
た
が
、
す
で
に
そ

《

３

こ

に

は

、

岡

崎

平

四

郎

義

実

が

義

朝

の

菩

提

を

弔

う

た

め

の

梵

宇

を

建

て

て

い

た

の

で

、

し

ば

ら

く

は

民

屋

を

御

所

と

し

て

い

た

よ

う

（

４

）

言

③

一

で

あ

る

。

ま

ず

は

こ

こ

で

、

父

の

源

義

朝

の

記

憶

が

残

る

場

所

に

入

ろ

う

と

す

る

頼

朝

の

思

考

が

見

え

る

。

そ

の

後

、

大

倉

御

所

が

完
成
す
る
と
新
造
御
亭
に
移
り
、
大
倉
御
所
は
、
源
氏
三
代
（
厳
密
に
い
え
ば
源
氏
二
世
代
）
の
御
所
と
し
て
用
い
ら
れ
た
。

－

６

）

す
で
に
高
橋
慎
一
朗
氏
の
指
摘
に
あ
る
よ
う
に
、
大
倉
御
所
の
跡
地
に
は
、
将
軍
御
所
と
い
う
政
権
の
拠
点
に
つ
い
て
場
所
の
記
憶

を
残
そ
う
と
す
る
営
み
が
あ
っ
た
。
こ
の
営
み
は
、
鎌
倉
公
方
の
屋
敷
跡
の
よ
う
に
、
何
も
建
物
を
建
て
ず
芝
野
に
し
て
あ
る
と
い
う

一
大
倉
御
所
の
記
憶

○
公
方
屋
敷
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【
史
料
四
】
「
吾
妻
鏡
」
承
久
元
年
（
一
二
一
九
）
十
三
月
廿
四
日
条
。

（

源

実

朝

》

一

政

子

一

二

二

寅

）

霧
、
子
剋
、
故
右
府
将
軍
亭
〈
当
時
二
品
居
所
〉
焼
亡
、
失
火
云
々
、
冊
二
品
俄
渡
二
若
公
亭
一
同
宿
云
々

こ
の
時
の
火
災
は
大
火
事
と
は
な
っ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
も
し
か
す
る
と
、
北
条
政
子
が
三
寅
と
同
居
す
る
口
実
と
す
る
た
め

に
、
あ
え
て
ボ
ヤ
で
も
出
し
て
火
災
だ
と
称
し
、
強
引
に
政
子
が
移
動
し
た
の
だ
と
推
定
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。

こ
と
で
は
な
く
、
寺
院
や
御
家
人
の
宿
所
な
ど
が
建
て
ら
れ
な
が
ら
も
、
大
倉
御
所
の
場
所
の
記
憶
を
尊
重
す
る
動
き
で
あ
っ
た
。

頼
朝
が
世
を
去
り
、
頼
家
が
幽
閉
、
暗
殺
さ
れ
、
実
朝
が
暗
殺
さ
れ
る
と
、
将
軍
不
在
の
時
期
が
訪
れ
た
。
北
条
義
時
は
京
で
皇
族

の
将
軍
を
求
め
た
が
受
け
入
れ
ら
れ
ず
、
摂
関
家
の
子
で
あ
る
三
寅
（
後
の
九
条
頼
経
）
が
、
鎌
倉
に
次
期
の
将
軍
と
し
て
送
ら
れ
る

（

（

ｊ

｝

こ
と
と
な
っ
た
。
鎌
倉
に
着
い
た
三
寅
は
、
大
倉
御
所
で
は
な
く
、
義
時
大
倉
亭
南
方
に
新
造
さ
れ
た
建
物
に
入
っ
た
。
そ
れ
を
示
す

の
が
、
鎌
倉
幕
府
が
作
成
し
た
歴
史
書
と
い
わ
れ
る
「
吾
妻
鏡
」
の
以
下
の
史
料
で
あ
る
。

｛
史
料
三
］
「
吾
妻
鏡
』
承
久
元
年
（
二
二
九
）
七
月
十
九
日
条

（
前
略
）
今
日
午
剋
、
入
二
鎌
倉
一
、
着
二
子
右
京
権
大
夫
義
時
朝
臣
大
倉
亭
一
〈
郭
内
南
方
、
此
間
構
二
新
造
屋
〉

上
記
の
よ
う
に
、
義
時
は
自
分
の
邸
宅
に
次
の
将
軍
を
取
り
込
ん
だ
。
そ
し
て
、
幼
い
三
寅
を
守
る
か
の
よ
う
に
、
実
質
的
な
将
軍

に

わ

か

８

で

あ

っ

た

北

条

政

子

も

、

実

朝

が

か

つ

て

住

ん

で

い

た

居

所

が

火

事

に

遭

う

と

、

急

に

（

俄

に

）

三

寅

と

同

宿

す

る

の

で

あ

る

。

そ

れ
を
示
す
の
が
下
記
の
史
料
で
あ
る
。

元
服
ま
で
は
し
ば
ら
く
あ
っ
た
た
め
か
、
三
寅
は
大
倉
御
所
に
は
入
ら
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
義
時
大
倉
亭
南
方
が
三
寅
の
居

二
義
時
大
倉
亭
南
方
の
記
憶
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鎌倉幕府将軍御所の記憶

所
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
次
期
将
軍
の
い
る
邸
宅
は
、
御
所
に
準
じ
る
存
在
だ
と
い
え
よ
う
。
だ
か
ら
こ
そ
、
北
条
政
子
も
若
公
と

同
宿
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

－

９

一

ｍ

〕

義
時
は
、
御
所
移
転
で
は
な
く
大
倉
御
所
の
新
造
を
考
え
て
い
た
節
が
あ
る
が
、
御
所
新
造
の
詳
細
が
決
定
す
る
前
に
没
し
た
。
後

（

皿

を
追
う
よ
う
に
北
条
政
子
も
他
界
し
て
し
ま
い
、
次
期
将
軍
を
北
条
氏
が
取
り
込
む
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
こ
で
、

「
吾
妻
鏡
」
に
よ
れ
ば
、
義
時
死
去
の
報
を
う
け
て
六
波
羅
探
題
か
ら
鎌
倉
に
帰
っ
て
き
た
北
条
時
房
が
、
若
公
の
住
む
邸
宅
に
同
宿

す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
。
そ
れ
を
示
す
の
が
以
下
の
史
料
で
あ
る
。

｛
史
料
五
］
「
吾
妻
鏡
」
嘉
禄
元
年
（
一
二
二
五
）
七
月
廿
三
日
条
。

一

時

房

）

（

義

時

）

政

子

｝

晴
、
相
州
移
二
ｌ
住
京
兆
御
旧
跡
一
給
〈
日
来
二
品
御
居
所
也
〉

こ
の
史
料
は
、
義
時
の
「
旧
宅
」
で
、
最
近
ま
で
政
子
が
住
ん
で
い
た
と
こ
ろ
に
時
房
が
移
住
し
た
記
事
で
あ
る
。
義
時
と
政
子
の

二
人
が
居
住
し
た
こ
と
の
あ
る
邸
宅
は
、
義
時
大
倉
亭
だ
け
な
の
で
、
時
房
は
義
時
大
倉
亭
を
継
承
し
た
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
こ
こ

に
は
、
次
の
将
軍
で
あ
る
三
寅
が
居
住
し
て
い
た
。
三
寅
を
守
る
と
い
う
邸
宅
の
記
憶
が
、
時
房
を
し
て
義
時
大
倉
亭
南
方
へ
と
移
転

た
と
推
定
で
き
る
。

せ
し
め
た
の
で
あ
る
。

【
史
料
六
】
「
吾
妻
鏡
」
雷

十

四

日

辛

丑

、

亥

刻

両

方

人

屋

等

一

焼

詑

、

「
吾
妻
鏡
」
寛

大
倉
観
音
堂
西
辺
り
か
ら
火
が
出
て
、
二
階
堂
大
路
の
両
脇
の
人
屋
が
焼
け
た
と
い
う
記
事
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
義
時
の
旧
宅
が
焼

ち
な
み
に
義
時
の
大
倉
亭
は
、
以
下
の
史
料
に
あ
る
よ
う
に
、
大
倉
観
音
堂
（
現
在
の
杉
本
寺
）
の
西
で
二
階
堂
大
路
沿
い
に
あ
っ

喜
三
年
（
一
二
三
二
正
月
十
四
日
条

《

義

時

ヵ

〉

Ｈ
辛
丑
、
亥
刻
、
大
倉
観
音
堂
西
辺
下
山
入
道
家
失
火
、
依
二
余
焔
一
唐
橋
中
将
亭
、
井
故
左
京
兆
旧
宅
、
及
二
二
階
堂
大
路
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け
た
と
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
義
時
の
大
倉
亭
は
、
大
倉
観
音
堂
の
西
、
二
階
堂
大
路
沿
い
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

、

、

【
史
料
六
］
で
示
し
た
よ
う
に
、
義
時
大
倉
亭
は
火
事
で
焼
け
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
際
に
、
焼
け
た
の
が
「
故
左
京
兆
旧
宅
」
（
傍
点

筆
者
）
と
記
さ
れ
て
い
る
。
か
つ
て
こ
こ
に
将
軍
に
な
る
前
の
三
寅
が
居
住
し
て
い
た
と
い
う
御
所
に
準
じ
る
場
所
の
記
憶
を
払
拭
す

《

吃

）

る
た
め
に
、
義
時
大
倉
亭
は
、
誰
も
住
ま
な
い
「
故
左
京
兆
旧
宅
」
と
い
う
場
所
と
し
て
記
憶
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
推
定
で
き
る

だ
ろ
う
。

面
に
御
所
を
移
転
さ
せ
た
。

↑

３

－

い
ぶ
も
め
た
よ
う
で
あ
る
。

Ｔ

Ｕ

ら

↑

舎

幻

等

一

御
所
で
あ
っ
た
。
泰
時
は
、

宇
津
宮
辻
子
御
所
で
あ
る
。

新
し
い
御
所
が
完
成
し
た
時
、
古
い
御
所
は
ど
う
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
『
吾
妻
鏡
』
に
は
以
下
の
よ
う
に
あ
る
。

【
史
料
七
］
「
吾
妻
鏡
」
嘉
禄
元
年
（
一
二
二
五
）
十
月
廿
八
日
条

（
前
略
）
今
夕
、
若
君
渡
１
御
子
伊
賀
四
郎
左
衛
門
尉
朝
行
大
御
堂
前
家
一
、
御
騎
馬
、
御
水
干
也
、
駿
河
守
、
大
炊
助
、
三
浦
駿

河
前
司
、
同
次
郎
、
後
藤
左
衛
門
尉
等
供
奉
、
是
可
レ
被
し
破
二
ｌ
却
御
所
之
間
、
為
二
御
本
所
一
也
、

新
御
所
に
移
る
前
に
、
三
寅
は
本
所
を
改
め
た
。
本
所
と
は
、
陰
陽
道
な
ど
で
方
角
を
計
っ
た
り
す
る
際
に
基
準
と
な
る
場
所
の
こ

義
時
の
子
の
泰
時
は
父
の
義
時
と
違
っ
て
、
源
氏
二
世
代
の
大
倉
御
所
に
三
寅
を
移
す
の
で
は
な
く
、
自
ら
の
邸
宅
の
あ
る
小
町
方

に
御
所
を
移
転
さ
せ
た
。
そ
の
際
に
は
、
宇
津
宮
辻
子
周
辺
と
す
る
か
、
そ
れ
と
も
若
宮
大
路
の
東
に
面
し
た
場
所
に
す
る
か
で
だ

↑

３

－

ぶ
も
め
た
よ
う
で
あ
る
。
結
論
は
「
吾
妻
鏡
』
に
は
明
示
さ
れ
て
い
な
い
が
、
実
際
の
と
こ
ろ
、
こ
の
時
の
移
転
先
は
宇
津
宮
辻
子

Ｔ

Ｕ

ら

↑

舎

幻

等

一

一

胴

〉

（

略

》

所

で

あ

っ

た

。

泰

時

は

、

新

し

い

御

所

に

三

寅

を

移

ら

せ

、

元

服

さ

せ

て

頼

経

と

名

乗

ら

せ

た

□

こ

の

時

の

新

御

所

が

、

い

わ

ゆ

る

三
宇
津
宮
辻
子
御
所
の
記
憶
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【
史
料
九
一
「
吾
妻
鏡
』
建
暦
二
年
（
二
三
二
）
七
月
九
日

今
日
、
御
所
侍
被
二
破
却
一
之
、
被
し
寄
二
Ｉ
附
寿
福
寺
、
即
可
レ
被
二
新
造
一
云
々
、
是
依
二
去
月
七
日
闘
乱
事
一
也
、
和
田
左
衛
門
尉
、

清
図
書
允
為
奉
行
、
千
葉
介
成
胤
催
一
族
等
、
沙
二
ｌ
汰
之

こ
れ
は
、
御
所
の
侍
所
が
破
却
さ
れ
て
寿
福
寺
に
寄
付
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
寿
福
寺
を
新
造
し
た
と
い
う
記
事
で
あ
る
。
こ
こ
で

も
破
壊
で
は
な
く
解
体
に
近
い
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
破
却
と
い
う
言
葉
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
建
物
の
記
憶

と
で
あ
る
。
新
し
い
宇
津
宮
辻
子
御
所
に
移
る
前
に
、
三
寅
は
本
所
を
伊
賀
朝
行
の
大
御
堂
前
に
あ
る
家
に
移
し
、
実
際
に
そ
こ
で
居

住
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
前
の
御
所
を
破
却
す
る
た
め
の
措
置
で
あ
っ
た
こ
と
が
後
半
部
か
ら
読
み
と
れ
る
。
実
際
に
こ
の
翌
日

一

Ｆ

｝

の
「
吾
妻
鏡
」
に
は
、
「
又
御
所
被
二
破
始
一
、
依
し
可
し
有
し
新
二
ｌ
造
他
所
一
也
」
と
あ
り
、
新
し
い
御
所
を
他
所
に
造
営
す
る
の
で
、
今

の
「
吾
妻
鏡
」
に
は
、
「
又
御
所
桃

普
通
に
考
え
れ
ば
、
破
却
が
始
ま
っ
た
の
は
義
時
大
倉
亭
南
方
と
な
る
が
、
破
却
さ
れ
た
の
は
大
倉
御
所
で
あ
っ
た
可
能
性
も
残

（
脇
）る

。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
御
所
あ
る
い
は
御
所
に
準
じ
る
邸
宅
は
破
却
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

な
お
、
破
却
と
い
っ
て
も
、
完
全
に
破
壊
す
る
行
為
を
指
す
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。

【
史
料
八
一
「
吾
妻
鏡
」
正
治
元
年
室
一
九
九
）
十
二
月
十
八
日
条

十
八
日
丙
子
、
景
時
事
、
就
二
諸
人
連
署
状

、
日
来
連
々
被
し
経
二
沙
汰
一
、
遂
今
日
被
レ
追
二
ｌ
出
鎌
倉
中

、
和
田
左
衛
門
尉
義
盛
、

三
浦
兵
衛
尉
義
村
等
奉
行
之
、
価
下
可
向
相
模
国
一
宮
一
、
其
後
破
可
却
彼
家
屋
一
、
被
し
寄
二
ｌ
附
永
福
寺
僧
坊
一
云
々
、

こ
れ
は
、
御
家
人
た
ち
の
連
署
状
に
よ
っ
て
梶
原
景
時
が
鎌
倉
を
追
わ
れ
た
時
の
記
事
で
あ
る
。
鎌
倉
を
追
い
出
さ
れ
た
景
時
の
家

屋
は
破
却
さ
れ
、
永
福
寺
僧
坊
に
寄
付
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
破
却
と
い
う
言
葉
が
解
体
に
近
い
意
味
を
も
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て

の
御
所
を
破
却
す
る
の
だ
と
あ
る
。

普
通
に
考
え
れ
ば
、
破
却
が
始

一
脇
）る

。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
御
所
あ
る
酷

い
る
。
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を
消
去
す
る
意
味
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

「
吾
妻
鏡
』
に
よ
れ
ば
、
嘉
禄
元
年
（
一
二
二
五
）
十
二
月
五
日
に
な
る
と
、
新
御
所
の
上
棟
が
お
こ
な
わ
れ
た
。
同
年
十
二
月
廿

日
に
は
、
若
君
（
二
寅
）
の
移
徒
の
儀
が
お
こ
な
わ
れ
、
正
式
に
三
寅
が
宇
津
宮
辻
子
御
所
に
居
住
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

（

四

一

こ
れ
ま
で
の
研
究
で
は
、
こ
の
御
所
の
移
転
に
は
大
き
な
意
味
が
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
御
所
の
若
宮
大
路

方
面
へ
の
移
転
に
よ
っ
て
、
鎌
倉
の
「
都
市
化
」
が
進
ん
だ
の
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
京
都
を
モ
デ
ル
と
し
た
丈
尺
制
・
保
制
度
が

（

鋤

）

導
入
さ
れ
、
さ
ら
に
鎌
倉
の
メ
イ
ン
ス
ト
リ
ー
ト
が
大
き
く
変
わ
っ
た
。
当
初
は
鶴
岡
八
幡
宮
、
政
所
、
大
倉
御
所
な
ど
が
面
す
る
六

浦
道
沿
い
に
幕
府
の
施
設
や
御
家
人
の
邸
宅
が
あ
っ
た
が
、
宇
津
宮
辻
子
御
所
へ
の
移
転
に
よ
っ
て
政
治
の
中
心
が
若
宮
大
路
方
面
に

移
り
、
若
宮
大
路
が
メ
イ
ン
ス
ト
リ
ー
ト
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
移
転
の
十
一
年
後
の
嘉
禎
二
年
（
一
二
三
六
）
に
、
御
所
は
若
宮
大
路
御
所
へ
と
移
転
す
る
こ
と
に
な
る
。
将
軍
で
あ
る

（

副

〉

九
条
頼
経
（
幼
名
三
寅
）
は
病
弱
で
あ
っ
た
。
何
度
も
体
調
を
く
ず
し
た
た
め
、
そ
の
理
由
を
占
っ
て
み
た
と
こ
ろ
、
宇
津
宮
辻
子

御
所
へ
の
移
転
の
際
に
、
土
を
掘
り
起
こ
す
と
た
た
る
と
い
う
士
公
の
た
た
り
を
得
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
結
論
が
出
さ

れ
た
。
こ
れ
を
避
け
る
た
め
に
は
、
別
の
区
画
に
御
所
を
移
転
さ
せ
る
し
か
な
い
。
そ
こ
で
、
若
宮
大
路
東
頬
へ
と
移
転
す
る
こ
と
に

れ
た
。
こ
れ
を
避
哩－

２

￥

２

長
塚
孝
氏
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
鎌
倉
幕
府
滅
亡
後
、
室
町
幕
府
の
派
遣
し
た
鎌
倉
公
方
は
、
後
に
「
公
方
屋
敷
」
の
字
を
も
つ
よ
う

に
な
っ
た
御
所
に
入
っ
た
が
、
以
降
は
、
そ
の
時
々
の
政
治
情
勢
な
ど
に
よ
っ
て
御
所
が
移
転
し
て
お
り
、
鎌
倉
公
方
の
御
所
は
、
二

階
堂
、
宇
津
宮
辻
子
、
西
御
門
、
亀
谷
な
ど
に
あ
っ
た
と
し
て
い
る
。

下
記
の
よ
う
な
史
料
か
ら
、
鎌
倉
時
代
の
宇
津
宮
辻
子
御
所
の
付
近
に
、
鎌
倉
公
方
の
屋
地
が
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

《

郷

｝

【
史
料
十
】
「
鎌
倉
八
幡
宮
寺
諸
職
次
第
善
松
坊
」
（
傍
線
筆
者
）

な
っ
た
の
で
あ
る
。
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所
に
入
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
蕾

利
用
し
て
、
自
ら
の
進
退
を
画

は
そ
れ
な
り
の
意
味
を
も
つ
。

公
方
〈
江
〉
進
上
之
、
依
〈
テ
〉
為
二
上
意
、
同
十
一
月
廿
八
日
本
間
遠
州
〈
江
〉
被
し
仰
し
出
、
當
院
〈
江
〉
入
御
申
者
也
、

為
二
御
代
官
一
毎
日
法
施
可
レ
致
由
被
二
仰
出
一
也
、

こ
こ
で
は
、
珍
茄
な
る
僧
侶
が
文
安
五
年
（
一
四
四
八
）
九
月
に
、
弘
法
大
師
が
書
い
た
と
い
う
八
幡
の
御
影
を
、
宇
津
宮
公
方
に

一

割

〉

進
上
し
た
と
書
か
れ
て
い
る
。
文
安
五
年
と
い
う
年
代
は
微
妙
な
時
期
だ
が
、
お
そ
ら
く
こ
の
時
の
公
方
と
は
足
利
成
氏
で
あ
ろ
う
。

そ
の
公
方
が
か
っ
て
の
宇
津
宮
辻
子
御
所
近
辺
に
居
住
し
て
い
た
の
で
、
彼
が
宇
津
宮
公
方
と
よ
ば
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
お
そ
ら
く

本
所
と
し
た
居
所
の
名
称
を
付
け
ら
れ
て
呼
ば
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

足
利
直
義
が
中
先
代
の
乱
で
、
北
条
時
行
の
軍
勢
に
破
れ
て
鎌
倉
か
ら
敗
走
し
た
時
、
足
利
尊
氏
は
京
都
か
ら
鎌
倉
ま
で
進
軍
し
、

中
先
代
の
乱
を
鎮
め
鎌
倉
に
入
っ
た
。
こ
の
時
に
、
九
条
頼
経
以
来
、
鎌
倉
幕
府
滅
亡
ま
で
の
歴
代
将
軍
が
住
ん
で
い
た
若
宮
大
路
御

所
に
入
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
幕
府
の
再
興
を
目
指
す
方
向
性
を
示
し
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
も
将
軍
御
所
と
い
う
場
所
の
記
憶
を

利
用
し
て
、
自
ら
の
進
退
を
周
囲
に
見
せ
つ
け
る
た
め
の
行
為
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
鎌
倉
公
方
が
若
宮
大
路
御
所
に
入
る
こ
と

東一
方
で
、
宇
津
宮
辻
子
御
所
を
再
建
し
て
そ
こ
に
入
る
の
に
は
、
不
審
な
点
が
残
る
。
前
述
の
よ
う
に
、
宇
津
宮
辻
子
御
所
は
、
将

珍

茄

二

位

律

師

小

僧

都

大

－

法

印

一

一

一

随
相
承
院
珍
誉
法
印
、
正
長
四
年
〈
庚
戌
〉
三
月

″

之
、
翌
日
載
レ
番
長
帳
也
、
最
勝
講
同
前
、
金
銅
薬

年
三
月
ｌ
高
野
山
参
詣
井
大
峰
カ
ッ
ラ
キ
山
先
達
、

槇
尾
山
願
成
坊
也
、
其
年
四
十
二
歳
、
両
部
〈
江
〉

珍

茄

二

位

律

師

小

僧

都

大

－

法

印

一

一

一

随
相
承
院
珍
誉
法
印
、
正
長
四
年
〈
庚
戌
〉
三
月
十
五
日
西
院
受
法
汀
畢
、
依
澄
宏
讓
、
同
年
六
月
廿
九
日
如
来
院
僧
正
補
任

″

之
、
翌
日
載
レ
番
長
帳
也
、
最
勝
講
同
前
、
金
銅
薬
師
供
僧
兼
帯
、
永
享
六
〈
甲
寅
〉
二
月
移
二
ｌ
住
坊
〈
ヲ
〉
東
谷
山
宮
、
同
十

年
三
月
ｌ
高
野
山
参
詣
井
大
峰
カ
ッ
ラ
キ
山
先
達
、
其
外
諸
国
之
寺
社
一
見
、
同
十
月
日
帰
し
山
、
善
光
寺
参
詣
遂
し
之
、
和
泉
国

入
者
也
、
文
安
五
年
九
月
日
弘
法
大
師
御
筆
〈
卜
〉
申
八
幡
宮
御
影
宇
津
宮

113



大
過
あ
る
ま
い
。

軍
の
体
調
が
思
わ
し
く
な
い
の
は
、
御
所
を
建
築
す
る
時
に
土
公
の
崇
り
が
出
た
か
ら
で
は
な
い
か
と
恐
れ
て
、
十
一
年
で
若
宮
大
路

へ
と
移
住
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
れ
は
あ
ま
り
よ
い
記
憶
で
は
な
い
。
そ
れ
で
は
な
ぜ
、
足
利
成
氏
は
宇
津
宮
辻
子
近
く
と
思
わ
れ

る
場
所
に
居
住
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

（

錫

蕾

先
述
の
よ
う
に
長
塚
氏
は
、
鎌
倉
公
方
の
御
所
が
い
く
つ
か
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
、
冒
頭
で
引
用
し
た
「
新
編
相

模
国
風
土
記
稿
」
、
「
新
編
鎌
倉
志
」
で
は
、
公
方
屋
敷
と
い
う
字
の
残
る
地
域
だ
け
が
公
方
の
御
所
の
よ
う
に
書
い
て
あ
る
が
、
長
塚

氏
の
主
張
す
る
よ
う
に
、
鎌
倉
公
方
の
御
所
は
こ
こ
だ
け
で
な
く
、
い
く
つ
か
あ
っ
た
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
何
の
記
憶
も
な
い
土
地
に
御
所
を
定
め
る
こ
と
は
考
え
が
た
い
。
そ
こ
で
想
起
さ
れ
る
の
は
、
鎌
倉
時
代
の
御
家
人
が
、

鎌
倉
の
な
か
に
数
カ
所
の
宿
所
を
持
っ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
足
利
氏
の
記
憶
が
残
る
場
所
と
い
え
ば
、
鎌
倉
時
代
に
御
家
人
と
し
て

の
足
利
氏
が
鎌
倉
に
滞
在
す
る
時
の
た
め
に
所
有
し
て
い
た
、
宿
所
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

《

泌

一

す
で
に
石
井
進
氏
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
御
家
人
は
鎌
倉
の
な
か
に
い
く
つ
か
の
宿
所
や
別
荘
を
も
っ
て
い
た
。
ま
た
、
大
三

《

”

↑

輪

氏

龍

哉

氏

は

、

「

現

在

の

鎌

倉

市

役

所

付

近

（

鎌

倉

市

御

成

町

）

は

諏

訪

屋

敷

跡

と

伝

え

ら

れ

る

ほ

か

、

宝

戒

寺

（

小

町

三

丁

目

）

に
も
諏
訪
氏
の
屋
地
が
あ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
伝
承
が
正
し
い
の
で
あ
れ
ば
、
諏
訪
氏
の
屋
地
は
鎌
倉
の
各
所
に
点
在
し

て
お
り
、
当
地
も
そ
の
一
つ
で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
よ
う
」
と
し
て
、
有
力
御
家
人
は
鎌
倉
に
い
く
つ
も
の
屋
地
を
持
っ
て
い
た
こ
と

を
示
唆
し
て
い
る
。
鎌
倉
時
代
に
は
、
足
利
氏
も
も
ち
ろ
ん
い
く
つ
か
の
宿
所
や
屋
地
、
別
荘
な
ど
を
鎌
倉
に
も
っ
て
い
た
と
考
え
て

し
た
が
っ
て
宇
津
宮
公
方
も
、
鎌
倉
時
代
に
宇
津
宮
辻
子
御
所
あ
る
い
は
若
宮
大
路
御
所
に
奉
仕
す
る
た
め
に
、
宇
都
宮
辻
子
御
所

近
く
に
あ
っ
た
宿
所
を
、
室
町
時
代
に
な
っ
て
も
居
所
の
ひ
と
つ
と
し
て
利
用
し
て
い
た
も
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
も
ち
ろ

ん
、
宇
都
宮
辻
子
御
所
そ
の
も
の
を
公
方
と
し
て
利
用
し
た
と
い
う
可
能
性
は
あ
る
が
、
や
は
り
か
つ
て
土
公
の
崇
り
の
た
め
に
住
め
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考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

「
梅
松
謡
」
に
よ
る
と
、
鎌
倉
幕
府
が
滅
亡
し
た
時
に
、
わ
ず
か
に
四
歳
で
あ
り
な
が
ら
大
将
格
で
あ
っ
た
足
利
義
詮
（
幼
名
千
寿

王
）
は
鎌
倉
の
二
階
堂
別
当
坊
に
入
っ
た
。
二
階
堂
と
は
永
福
寺
の
主
要
伽
藍
の
こ
と
で
あ
る
。

（

鱒

》

永

福

寺

に

は

三

つ

の

性

格

が

あ

っ

た

。

す

な

わ

ち

、

①

敵

味

方

の

区

別

な

く

戦

闘

に

よ

る

犠

牲

者

を

供

養

し

、

②

滅

亡

し

た

敵

方

を

鎮
魂
し
、
③
戦
闘
に
自
分
た
ち
が
勝
利
し
た
こ
と
を
宣
言
す
る
寺
院
、
と
い
う
性
格
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
永
福
寺
は
鎌
倉
の
中
心
部

か
ら
離
れ
て
い
る
た
め
に
戦
禍
を
免
れ
た
の
で
利
用
さ
れ
た
と
い
う
一
面
も
あ
る
。
し
か
し
、
中
先
代
の
乱
の
後
に
も
足
利
尊
氏
が
二

（

釦

一

階
堂
の
別
当
坊
に
入
っ
た
こ
と
の
意
味
も
考
え
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
や
は
り
永
福
寺
別
当
坊
に
は
三
つ
の
性
格
が
備
わ
っ
て
い
た
と

な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
記
憶
は
、
簡
単
に
は
払
拭
で
き
な
い
は
ず
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
鎌
倉
時
代
に
宇
津
宮
辻
子
御
所
あ
る
い
は
若

宮
大
路
御
所
の
将
軍
に
奉
仕
す
る
た
め
に
設
置
し
た
、
宇
都
宮
辻
子
近
く
の
足
利
氏
の
宿
所
に
た
ま
た
ま
公
方
が
滞
在
し
て
い
た
た
め

に
、
宇
津
宮
公
方
と
い
う
呼
称
が
用
い
ら
れ
た
と
考
え
た
い
。

そ
の
後
、
尊
氏
は
後
醍
醐
天
皇
の
命
令
に
し
た
が
わ
ず
、
鎌
倉
に
残
っ
た
。
そ
の
時
の
こ
と
を
示
す
の
が
以
下
の
史
料
で
あ
る
。

｛
史
料
十
二
「
梅
松
論
」
百
六
十
七
頁

是
を
中
先
代
と
も
廿
日
先
代
と
も
申
也
、
去
程
に
将
軍
御
兄
弟
鎌
倉
に
打
入
、
二
階
堂
の
別
当
に
御
座
有
し
か
ば
、
京
都
よ
り
供

奉
の
輩
は
勲
功
の
賞
に
あ
づ
か
る
こ
と
を
悦
、
又
先
代
与
力
の
輩
は
死
罪
流
刑
を
宥
め
ら
れ
け
る
程
に
、
先
非
を
悔
て
い
か
に
も

忠
節
を
致
す
事
を
お
も
は
い
者
こ
そ
な
か
り
け
れ
、
京
都
よ
り
は
人
々
親
類
を
使
者
と
し
て
東
夷
詠
伐
を
各
賀
し
申
さ
る
。
ま
た

四
若
宮
大
路
御
所
の
記
憶
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後
醍
醐
天
皇
の
命
令
に
よ
る
上
洛
を
思
い
と
ど
ま
っ
た
足
利
尊
氏
は
、
二
階
堂
別
当
坊
か
ら
鎌
倉
幕
府
の
代
々
の
御
所
で
あ
る
「
若

宮
小
路
の
代
々
の
将
軍
家
薑
跡
」
、
つ
ま
り
若
宮
大
路
御
所
に
入
っ
て
、
自
分
が
幕
府
の
将
軍
の
継
承
者
で
あ
る
こ
と
を
内
外
に
示
し

た
。
周
囲
に
は
尊
氏
の
家
人
ら
も
館
を
構
え
た
と
い
う
。
ま
さ
に
鎌
倉
幕
府
草
創
期
の
よ
う
な
記
述
で
あ
る
。

そ
の
後
尊
氏
は
、
自
分
の
判
断
を
悔
い
て
後
醍
醐
へ
の
恭
順
の
意
志
を
示
す
た
め
、
浄
光
明
寺
に
蟄
居
し
た
。
そ
れ
を
示
す
の
が
次

｛
史
料
十
二
「
梅
松
論
」
百
六
十
八
～
百
六
十
九
頁

将
軍
は
先
日
勅
使
具
光
朝
臣
下
向
の
と
き
、
帰
洛
有
べ
き
よ
し
仰
ら
れ
し
虎
に
、
御
参
な
き
條
、
御
本
意
に
あ
ら
ざ
る
間
、
此
事

に
付
て
ふ
か
く
歎
き
思
召
れ
て
仰
ら
れ
け
る
は
、
我
龍
顔
に
泥
近
し
奉
り
て
、
勅
命
を
請
て
恩
言
と
い
ひ
、
ゑ
い
り
よ
と
い
ひ
、

い
つ
の
世
い
つ
の
と
き
な
り
と
も
、
君
の
御
芳
志
を
忘
れ
奉
る
べ
き
に
あ
ら
ざ
れ
ぱ
、
今
度
の
事
條
々
御
所
存
に
あ
ら
ず
と
思
召

マ

マ

け
る
故
に
政
務
を
下
御
所
に
御
ゆ
づ
り
有
て
、
細
川
源
蔵
人
頼
春
井
近
習
両
三
計
召
具
て
、
潜
に
浄
光
寺
に
御
座
有
し
程
に
、
海

道
の
合
戦
難
義
た
る
よ
し
聞
召
て
将
軍
仰
ら
れ
け
る
は
、
守
殿
命
を
落
さ
れ
ば
我
有
と
て
も
無
益
な
り
、
但
違
勅
の
心
、
中
に
い

の
史
料
で
あ
る
。

勅
使
中
院
蔵
人
頭
中
将
具
光
朝
臣
関
東
に
下
着
し
、
今
度
東
国
の
逆
浪
速
に
せ
い
ひ
つ
す
る
事
叡
盧
再
二
也
、
但
軍
兵
の
賞
に
を

い
て
は
京
都
に
を
い
論
旨
を
以
宛
行
べ
き
な
り
、
先
早
々
に
帰
洛
あ
る
べ
し
と
な
り
、
勅
答
に
は
大
御
所
急
ぎ
参
る
べ
き
よ
し
御

申
有
け
る
所
に
、
下
御
所
仰
ら
れ
け
る
は
、
御
上
洛
然
る
べ
か
ら
ず
候
、
其
故
は
相
模
守
高
時
滅
亡
し
て
天
下
一
統
に
な
る
事
は

併
御
武
威
に
よ
れ
り
、
し
か
れ
ば
頻
年
京
都
に
御
座
有
し
時
、
公
家
井
義
貞
陰
謀
度
々
に
及
と
い
へ
ど
も
御
運
に
よ
っ
て
今
に
安

全
な
り
、
た
ま
た
ま
大
敵
の
中
を
の
が
れ
て
関
東
に
御
座
可
然
旨
を
以
、
堅
い
さ
め
御
申
有
け
る
に
よ
っ
て
、
御
上
洛
を
と
ど
め

ら
れ
て
若
宮
小
路
の
代
々
将
軍
家
の
薑
跡
に
御
所
を
造
ら
れ
し
か
ば
、
師
直
以
下
の
諸
大
名
屋
形
軒
を
な
ら
べ
け
る
程
に
、
鎌
倉

の
躰
を
誠
に
目
出
度
ぞ
覚
え
し
。
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て
更
に
思
う
召
さ
ず
、
是
正
に
君
の
知
虚
也
、

浄
光
明
寺
で
は
、
ち
ょ
う
ど
こ
の
頃
に
「
浄
光
明
寺
敷
地
絵
図
」
が
作
成
さ
れ
た
。
円
覚
寺
で
も
同
様
に
敷
地
絵
図
が
残
っ
て
い
る

よ
う
に
、
鎌
倉
幕
府
亡
き
後
、
ど
の
寺
も
新
政
権
に
敷
地
を
安
堵
し
て
も
ら
う
必
要
が
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
に
、
鎌
倉
に
あ
る
寺
院
の

お
そ
ら
く
ほ
と
ん
ど
が
、
同
様
の
敷
地
絵
図
を
作
成
し
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。

〈

帥

）

こ
の
絵
図
に
注
目
し
た
大
三
輪
龍
哉
氏
は
、
そ
の
論
稿
に
お
い
て
「
浄
光
明
寺
敷
地
絵
図
」
に
書
か
れ
た
「
若
宮
小
路
殿
」
な
る
人

物
が
、
足
利
尊
氏
で
は
な
い
か
と
推
定
し
た
。
時
期
的
に
尊
氏
が
鎌
倉
に
い
た
時
の
も
の
と
し
て
首
肯
で
き
る
指
摘
で
あ
る
。
そ
し

て
、
俗
人
で
あ
る
尊
氏
が
持
戒
持
律
の
修
行
の
場
で
あ
る
浄
光
明
寺
で
、
寝
食
ま
で
を
共
に
し
て
い
た
と
は
考
え
が
た
く
、
「
夜
は
寺

外
で
生
活
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
」
と
大
三
輪
氏
は
指
摘
す
る
。
そ
し
て
「
お
そ
ら
く
は
浄
光
明
寺
の
側
に
別
宅
を
構
え
、
そ
こ

を
寝
食
の
場
と
し
た
と
考
え
ら
れ
る
」
と
主
張
し
て
い
る
。

こ
の
主
張
に
し
た
が
う
な
ら
ば
、
問
題
と
な
る
の
は
そ
の
別
宅
で
あ
る
。
山
内
か
ら
亀
谷
に
入
る
切
り
通
し
の
す
ぐ
脇
に
長
寿
寺
が

あ
り
、
寺
伝
で
は
そ
こ
に
あ
る
の
は
尊
氏
の
墓
だ
と
い
う
。
浄
光
明
寺
か
ら
は
徒
歩
で
五
～
十
分
ほ
ど
の
近
さ
で
あ
る
。
ち
な
み
に
尊

↑

鑓

｝

氏
は
等
持
院
殿
、
ま
た
は
長
寿
寺
殿
と
い
わ
れ
て
い
た
よ
う
だ
。
現
在
も
尊
氏
の
墓
は
残
っ
て
い
る
と
い
う
点
か
ら
の
推
測
で
は
あ
る

が
、
尊
氏
は
、
山
内
に
も
と
も
と
も
っ
て
い
た
、
浄
光
明
寺
に
近
い
別
業
に
い
て
、
蟄
居
中
は
そ
こ
を
寝
食
の
場
と
し
、
そ
れ
が
後
世

に
は
尊
氏
の
墓
の
在
所
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
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一

認

一

北
条
政
子
も
尼
将
軍
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
そ
の
在
所
が
御
所
と
よ
ば
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
そ
の
政
子
が
方
違
の
た
め
に
、
そ
の

起
点
と
な
る
本
所
を
移
し
て
い
る
場
面
が
あ
る
。

【
史
料
十
二
『
吾
妻
鏡
」
貞
応
三
年
（
一
二
二
四
）
正
月
四
日
条

一

政

子

二

品

為

下

令

レ

方

二

ｌ

違

南

方

一

給

上

、

被

し

召

隠

岐

入

道

行

西

二

階

堂

家

於

本

所

一

、

行

西

申

二

領

状

一

云

々

、

【
史
料
十
四
］
「
吾
妻
鏡
」
貞
応
三
年
（
一
二
二
四
）
正
月
五
日
条

（

政

子

）

五
日
壬
寅
、
晴
、
二
品
御
方
達
本
所
事
、
自
二
隠
岐
入
道
家
、
勝
長
寿
院
奥
殿
当
二
南
方
一
之
由
、
陰
陽
師
等
依
し
令
し
申
、
改
レ
之

以
二
大
倉
泉
御
亭
一
、
被
し
定
二
本
所
云
々
、

【
史
料
十
三
】
で
は
、
隠
岐
入
道
行
西
二
階
堂
家
を
本
所
と
す
る
と
決
ま
っ
た
が
、
【
史
料
十
四
】
で
は
、
翌
日
に
な
っ
て
、
隠
岐
入

道
の
家
は
勝
長
寿
院
か
ら
見
て
南
に
な
っ
て
し
ま
う
た
め
、
そ
れ
を
不
吉
と
し
て
大
倉
泉
亭
を
本
所
に
改
め
た
と
あ
る
。

一
回
、
本
所
に
な
る
予
定
で
あ
っ
た
二
階
堂
家
は
、
次
の
史
料
に
も
登
場
す
る
。

【
史
料
十
三
「
吾
妻
鏡
』
寛
喜
三
年
（
一
二
三
二
十
月
十
六
日
条

一

政

子

一

而
故
二
位
殿
御
時
、
所
し
被
レ
用
二
本
所
一
之
僧
坊
一
字
在
し
之
、
可
し
為
二
御
本
所
一
、
彼
坊
自
下
可
レ
被
し
立
二
御
堂
一
之
地
上
、
当
二
乾
方
一

歎
、
猶
以
戌
方
分
歎
之
由
、
晴
賢
申
し
之
、
各
令
二
帰
参
一
、

一
史
料
十
三
で
一
旦
は
政
子
の
本
所
と
決
ま
っ
た
隠
岐
入
道
の
二
階
堂
家
は
、
【
史
料
十
五
］
で
も
政
子
が
か
つ
て
本
所
に
し
た
こ

と
が
あ
る
と
記
さ
れ
て
い
る
。
両
者
の
二
階
堂
家
は
、
同
一
の
も
の
と
し
て
考
え
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
う
す
る
と
、
貞
応
三
年

五
北
条
政
子
の
記
憶
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も
七
年
間
は
、
政
子
が
寺

れ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

【
史
料
十
六
】
夛

天

霧

風

静

、

こ
の
邸
宅
は
、

と
考
え
ら
れ
る
。 「吾

る
。一

史
料
十
七
】
三
口
妻
鏡
」
建
久
三
年
（
二
九
二
）
七
月
廿
四
日
条

（

三

浦

養

澄

）

幕
下
渡
司
御
名
越
殿

、
三
浦
介
令
レ
儲
二
経
営
一
云
々
、

【
史
料
十
八
】
建
久
六
年
（
二
九
五
）
七
月
廿
九
日
条

一

北

条

時

政

）

廿
九
日
辛
亥
、
早
旦
渡
引
御
浜
御
所
「
御
遊
興
終
日
、
有
二
御
笠
懸
等
一
、
又
聞
司
食
管
絃
妙
曲

、
北
条
殿
経
営
云
々
、

【
史
料
十
七
｝
で
は
、
名
越
殿
で
の
宴
会
の
用
意
は
三
浦
介
（
三
浦
義
澄
）
が
お
こ
な
っ
て
お
り
、
｛
史
料
十
△
で
は
北
条
時
政
が

宴
会
の
準
備
を
し
て
い
る
の
で
、
一
御
家
人
の
所
有
す
る
館
に
頼
朝
を
招
い
て
い
る
の
で
は
な
く
、
将
軍
の
た
め
の
海
の
別
荘
と
も
い

、

、

う
べ
き
邸
宅
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
浜
御
所
と
よ
ば
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
で
は
、
政
子
が
産
所
と
し
て
い
る
例
に
注
目
し
た
い
。
こ
れ
に
よ
っ
て
浜
御
所
に
政
子
の
記
憶
が
刻
み
込
ま
れ
た
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
そ
う
す
る
と
、
後
世
に
政
子
の
記
憶
が
残
っ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
例
え
ば
今
も
鎌
倉
に
残
る
安
養
院
が
、
ひ
と
つ
の

（
二
三
四
）
正
月
の
本
所
の
候
補
と
な
っ
た
記
憶
が
、
寛
喜
三
年
（
二
三
一
二
十
月
に
も
表
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
少
な
く
と

も
七
年
間
は
、
政
子
が
本
所
に
し
た
か
も
し
れ
な
い
場
所
と
い
う
記
憶
が
残
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
政
子
の
記
憶
は
そ
れ
だ
け
重
視
さ

一
方
で
、
政
子
は
出
産
時
に
名
越
御
館
な
ど
と
よ
ば
れ
る
邸
宅
に
入
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
そ
れ
を
示
す
の
が
以
下
の
次
の
史
料
で
あ

妻
鏡
」
建
久
三
年
（
二
九
二
）
七
月
十
八
日

一

北

条

政

子

一

唾
御
台
所
渡
司
御
子
名
越
御
館
一
〈
号
二
浜
御
所

〉
被
し
点
二
御
産
所

也
云
々
、

峰
、
以
下
の
史
料
の
よ
う
に
、
名
越
殿
、
名
越
御
館
、
浜
御
所
、
な
ど
と
よ
ば
れ
て
い
る
が
、
い
ず
れ
も
同
一
の
建
物
だ
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以
上
の
よ
う
に
、
鎌
倉
時
代
の
将
軍
御
所
の
記
憶
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
。
大
倉
御
所
は
、
高
橋
氏
の
述
べ
て
い
る
通
り
、
そ
の
将

軍
御
所
の
記
憶
が
尊
重
さ
れ
て
い
た
。
義
時
大
倉
亭
南
方
は
、
誰
も
住
ま
な
い
「
左
京
兆
旧
宅
」
と
い
う
場
所
と
し
て
記
憶
さ
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
と
推
定
し
た
。
宇
津
宮
辻
子
御
所
は
、
十
一
年
で
若
宮
大
路
へ
と
移
転
し
た
。
室
町
期
の
宇
津
宮
公
方
と
は
、
鎌
倉
時
代

は
幕
府
に
奉
仕
す
る
御
家
人
で
あ
っ
た
足
利
氏
が
も
っ
て
い
た
、
い
く
つ
か
あ
る
宿
所
の
ひ
と
つ
が
発
展
し
た
も
の
で
あ
る
と
し
た
。

そ
し
て
若
宮
大
路
御
所
は
、
足
利
尊
氏
が
そ
こ
に
入
っ
て
幕
府
再
興
を
考
え
た
よ
う
に
、
将
軍
御
所
の
記
憶
が
残
る
土
地
で
あ
っ
た
。

安
養
院
に
は
、
政
子
の
墓
と
い
わ
れ
て
い
る
石
塔
が
あ
り
、
政
子
が
頼
朝
の
菩
提
を
弔
う
た
め
に
鎌
倉
の
佐
々
目
谷
に
開
い
た
長
楽

（

訓

一

寺
が
、
の
ち
に
こ
の
地
に
移
っ
て
安
養
院
と
な
っ
た
と
い
う
寺
伝
も
残
っ
て
い
る
。
こ
の
安
養
院
に
、
北
条
政
子
の
記
憶
が
残
さ
れ
た

と
考
え
る
余
地
は
あ
る
だ
ろ
う
。
政
子
の
記
憶
が
あ
っ
た
と
こ
ろ
な
の
で
、
そ
こ
に
政
子
の
墓
を
置
く
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
れ
ば
、

安
養
院
が
あ
る
い
は
浜
御
所
に
比
定
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
し
、
安
養
院
の
現
在
の
行
政
地
名
は
鎌
倉
市
大
町
で
あ
り
、
安
養

、

、

院
を
名
越
御
館
に
比
定
す
る
に
は
、
は
ば
か
ら
れ
る
点
も
あ
る
。
し
か
し
、
海
に
近
い
こ
と
か
ら
、
浜
御
所
と
い
う
呼
称
が
生
ま
れ
る

の
に
は
障
害
は
な
い
。
ま
た
大
町
と
い
う
現
在
の
地
名
も
、
鎌
倉
時
代
と
同
じ
範
囲
だ
と
い
う
保
証
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
浜
御
所

の
記
憶
が
安
養
院
に
残
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

先
述
の
二
階
堂
の
僧
坊
を
本
所
に
し
た
記
憶
が
七
年
経
っ
て
も
残
っ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
政
子
の
記
憶
は
か
な
り
強
い
イ
ン
パ
ク
ト

が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
口
推
測
を
重
ね
た
が
、
こ
こ
で
は
安
養
院
が
浜
御
所
跡
地
で
は
な
い
か
と
比
定
し
て
お
き
た
い
。

候
補
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
。

お
わ
り
に
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ま
た
、
政
子
の
記
憶
が
残
る
浜
御
所
は
今
の
安
養
院
で
は
な
い
か
と
推
測
し
た
。

そ
れ
ぞ
れ
の
御
所
は
、
何
ら
か
の
記
憶
を
後
世
に
残
し
て
い
た
。
こ
れ
が
認
め
ら
れ
る
な
ら
ば
、
南
北
朝
以
降
の
鎌
倉
に
お
け
る
寺

院
で
、
そ
こ
に
墓
が
あ
っ
た
り
、
何
ら
か
の
伝
承
を
も
つ
人
物
は
、
そ
の
寺
が
で
き
る
前
に
そ
の
地
に
あ
っ
た
宿
所
な
ど
に
住
ん
だ
人

一

調

）

｜

物
の
記
憶
が
残
さ
れ
て
い
る
と
、
あ
る
程
度
は
認
識
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
土
地
の
記
憶
は
、
そ
れ
だ
け
の
意
味
を
も
っ
て

い
る
と
考
え
た
い
。

主一
言
ロ（

１
）
拙
著
「
都
市
鎌
倉
に
お
け
る
北
条
氏
の
邸
宅
と
寺
院
」
二
北
条
氏
権
力
と
都
市
鎌
倉
」
吉
川
弘
文
館
、
二
○
○
六
年
、
初
出
は
一
九
九
七
年
）
四
二

ペ

、

’

八

ン

。

（
２
）
高
橋
慎
一
朗
「
中
世
鎌
倉
に
お
け
る
将
軍
御
所
の
記
憶
と
大
門
寺
」
二
中
世
都
市
の
力
京
・
鎌
倉
と
寺
社
」
高
志
書
院
、
二
○
一
○
年
、
初
出
は

二
○
○
三
年
）
’
九
六
ペ
ー
ジ
以
降
。

（
３
）
「
吾
妻
鏡
」
治
承
四
年
（
二
八
○
）
十
月
七
日
条
。

（
４
）
一
吾
妻
鏡
一
治
承
四
年
二
一
八
○
）
卜
月
六
日
条
。

〈
５
）
一
吾
妻
鏡
一
治
承
四
年
二
一
八
○
）
’
二
月
十
二
日
条
。

（
６
）
前
掲
注
（
２
）
二
二
五
ペ
ー
ジ
な
ど
。

（
７
）
「
吾
妻
鏡
』
承
久
元
年
二
一
二
九
）
三
月
十
五
日
条
。

（
８
）
な
お
、
北
条
政
子
の
居
所
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
北
条
政
子
の
居
所
と
そ
の
政
治
的
立
場
」
（
「
鎌
倉
を
読
み
解
く
中
世
都
市
の
内
と
外
」
勉
誠
出

版
、
二
○
一
七
年
、
初
州
は
二
○
一
三
年
）
を
参
照
願
い
た
い
。

（
９
）
「
吾
妻
鏡
』
貞
応
二
年
（
一
二
三
三
正
月
二
十
日
条
に
は
以
下
の
よ
う
に
あ
る
。
奥
州
有
下
被
レ
仰
二
Ｉ
合
人
々
一
之
上
事
、
是
若
君
御
亭
西
方
地
頗
狭
、
被
し
入
二
西
大
路
於
庭
、
可
レ
構
一
築
地
一
云
々
、
如
隠
岐
入
道
、
駿
河
前
司
、

可
レ
然
之
由
申
し
之
、
此
上
猶
於
一
一
彼
大
倉
館
一
、
招
陰
陽
師
等
、
被
し
問
二
子
細
一
、
或
不
快
之
旨
申
し
之
、
或
当
時
被
し
広
者
、
柳
可
し
有
し
崇
、
今
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年
以
後
、
可
し
有
二
御
沙
汰
一
之
由
云
々
、
各
所
し
申
頗
不
一
二
同
一
也
、

こ
の
よ
う
に
、
若
君
（
三
寅
）
の
御
亭
の
西
方
の
地
が
狭
い
の
で
、
西
の
大
路
を
庭
に
取
り
込
み
た
い
と
義
時
が
発
言
し
て
い
る
。
も
し
こ
の
時

の
若
君
御
亭
が
大
倉
御
所
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
と
考
え
る
と
、
西
方
へ
の
拡
大
を
合
理
的
に
説
明
で
き
る
こ
と
に
な
る
。
と
い
う
の
も
、
山
村
亜

希
「
東
国
の
中
世
都
市
の
形
成
過
程
」
二
中
世
都
市
の
空
間
構
造
』
吉
川
弘
文
館
、
二
○
○
九
年
、
初
出
は
一
九
九
七
年
）
一
四
五
ペ
ー
ジ
で
は
、

大
倉
御
所
の
範
囲
が
、
「
鎌
倉
市
史
」
〈
総
説
編
〉
（
吉
川
弘
文
館
、
’
九
五
九
年
）
の
見
解
よ
り
も
西
側
に
広
が
っ
て
お
り
、
大
倉
御
所
は
小
町
大
路

の
延
長
線
上
に
ま
で
広
が
っ
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
義
時
の
願
い
が
聞
き
入
れ
ら
れ
、
小
町
大
路
の
延
長
線
上
の
道
ま
で
御
所
を

西
側
に
広
げ
て
い
た
な
ら
ば
、
山
村
氏
の
指
摘
し
た
大
倉
御
所
の
西
側
へ
の
拡
大
は
、
義
時
の
意
見
を
聞
き
入
れ
た
結
果
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。

（
皿
）
「
吾
妻
鏡
』
貞
応
三
年
（
二
一
二
岡
）
六
月
十
三
日
条
。

（
Ⅱ
）
「
吾
妻
鏡
』
嘉
禄
元
年
（
二
一
二
五
）
七
月
十
一
日
条
。

（
吃
）
義
時
の
大
倉
亭
に
つ
い
て
は
、
西
田
友
広
「
北
条
義
時
の
「
大
倉
亭
」
」
言
鎌
倉
遺
文
研
究
」
四
六
、
二
○
二
○
年
）
が
発
表
さ
れ
、
義
時
の
大
倉
亭

は
義
時
の
法
華
堂
の
下
で
大
倉
幕
府
の
敷
地
外
に
あ
っ
た
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
五
六
～
五
七
ペ
ー
ジ
）
。
ま
た
、
｛
史
料
六
］
で
示
さ
れ
て
い
る
義

時
の
名
称
は
本
来
な
ら
ば
「
右
京
兆
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
「
左
」
は
「
右
」
の
写
し
間
違
い
で
あ
る
と
す
る
拙
稿
（
前
掲
注
１
）
、
一
九
～

一
二
ペ
ー
ジ
）
に
対
し
て
、
写
し
間
違
い
の
可
能
性
も
残
し
つ
つ
、
「
故
左
京
兆
」
は
義
時
で
は
な
く
ほ
か
の
人
物
だ
と
批
判
し
て
い
る
（
五
四
ペ
ー

ジ
）
。
た
だ
し
、
【
史
料
三
｝
に
あ
る
よ
う
に
、
義
時
が
鎌
倉
に
邸
宅
を
構
え
て
い
た
こ
と
は
揺
る
が
な
い
で
あ
ろ
う
。

Ｅ
）
『
吾
妻
鏡
」
嘉
禄
元
年
十
月
三
日
条
に
「
雨
降
、
相
州
武
州
参
二
御
所
一
給
、
当
御
所
可
し
被
し
移
二
於
宇
津
宮
辻
子
一
之
由
、
有
三
其
沙
汰
一
、
又
可
し
被
し

建
一
一
若
宮
大
路
東
頬
歎
之
旨
、
同
及
一
一
群
儀
云
々
こ
な
ど
と
あ
る
、

（
皿
）
宇
津
宮
辻
子
御
所
へ
の
移
転
に
つ
い
て
は
、
松
尾
剛
次
「
宇
津
宮
辻
子
御
所
考
」
会
山
形
大
学
史
学
論
集
」
二
一
、
一
九
九
三
年
）
、
同
「
中
世
都
市

鎌
倉
の
風
景
」
（
吉
川
弘
文
館
一
九
九
三
年
）
に
詳
し
い
。

（
胆
）
「
吾
妻
鏡
」
嘉
禄
元
年
（
二
三
五
）
十
二
月
廿
日
条
。

（
略
）
「
吾
妻
鏡
」
嘉
禄
元
年
二
二
二
五
）
十
二
月
廿
九
日
条
。

（
〃
）
一
吾
妻
鏡
」
嘉
禄
元
年
（
’
二
二
五
）
十
月
廿
九
日
条
。

（
略
）
北
条
義
時
は
三
寅
を
大
倉
御
所
に
住
ま
わ
せ
る
よ
う
に
計
画
し
て
い
た
と
考
え
る
と
、
こ
こ
で
破
却
さ
れ
た
の
は
、
大
倉
御
所
で
あ
っ
た
可
能
性
も

あ
る
。
ま
た
、
三
寅
が
大
倉
御
所
を
本
所
と
し
て
い
た
な
ら
ば
、
そ
の
場
合
も
破
却
の
対
象
は
大
倉
御
所
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
注
（
９
）
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大
三
輪
龍
哉
．
浄
光
明
寺
敷
地
絵
図
」
に
見
る
屋
地
」
二
鎌
倉
遺
文
研
究
」
二
七
号
、
二
○
二
年
）
。
二
六
～
三
二
ペ
ー
ジ
。

『
鎌
倉
市
史
」
〈
社
寺
編
〉
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
五
九
年
）
三
二
二
ペ
ー
ジ
ロ

政

ｆ

》

豆
、
妻
鏡
」
で
は
、
将
軍
不
在
時
の
貞
応
二
二
二
三
三
年
八
月
廿
七
日
条
に
、
「
二
位
家
新
御
所
」
と
い
っ
た
表
現
が
あ
る
、

「
鎌
倉
市
史
』
〈
社
寺
編
〉
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
五
九
年
）
岡
二
二
ぺ
ｌ
ジ
で
は
、
安
養
院
の
開
基
は
北
条
政
子
だ
と
さ
れ
て
い
る
。

近
年
の
成
果
と
し
て
谷
口
雄
太
「
室
町
期
東
国
武
家
の
「
在
鎌
倉
」
ｌ
屋
敷
地
・
菩
提
寺
の
分
析
を
中
心
に
ｌ
」
（
特
定
非
営
利
活
動
法
人
鎌
倉
考

古
学
研
究
所
第
八
期
大
三
輪
龍
彦
研
究
基
金
研
究
報
告
）
が
あ
げ
ら
れ
る
。

「
吾
妻
鏡
」
嘉
禎
二
年
二
三
三
六
）
二
月
一
日
条
□

長
塚
孝
「
鎌
倉
御
所
に
関
す
る
基
礎
的
考
察
」
（
広
瀬
良
弘
編
『
禅
と
地
域
社
会
』
吉
川
弘
文
館
、
二
○
○
九
年
）
二
八
三
ペ
ー
ジ
。

「
鶴
岡
八
幡
宮
詣
職
次
第
」
「
善
松
坊
」
十
一
ペ
ー
ジ
。

「
神
奈
川
県
史
」
通
史
編
Ｉ
原
始
・
古
代
・
中
世
八
九
六
ペ
ー
ジ
。

前
掲
注
塑
、
長
塚
孝
論
文
二
八
三
ペ
ー
ジ
。

石
井
進
「
武
士
の
屋
敷
・
庶
民
の
住
ま
い
」
網
野
善
彦
、
石
井
進
、
福
田
豊
彦
編
「
よ
み
が
え
る
中
枇
』
３
、
（
平
凡
社
、
一
九
八
九
年
、
一
○
○

ペ
ー
ジ
）
で
は
、
有
力
な
武
士
は
、
「
同
時
に
い
く
つ
も
の
屋
敷
を
も
っ
て
い
た
」
と
し
て
い
る
。
首
肯
す
べ
き
見
解
だ
と
い
え
よ
う
ゞ

大
三
輪
龍
哉
「
「
浄
光
明
寺
敷
地
絵
図
」
に
見
る
屋
地
」
（
「
鎌
倉
遺
文
研
究
」
二
七
号
、
二
○
二
年
）
二
四
ベ
ー
ジ
。

「
梅
松
論
」
（
「
群
書
類
従
第
二
十
輯
合
戦
部
」
百
六
十
二
ペ
ー
ジ
）
、
以
後
は
ペ
ー
ジ
数
の
み
記
す
。

永
福
寺
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
都
市
鎌
倉
に
お
け
る
永
福
寺
の
歴
史
的
性
格
」
（
拙
著
「
鎌
倉
を
読
み
解
く
」
勉
誠
社
、
二
○
一
七
年
、
初
出
は

二
○
一
○
年
）
を
参
照
願
い
た
い
。

も
参
照
。

松
尾
剛
次

同
､'一

削
○

「
梅
松
論
」
百
六
十
七
ペ
ー
ジ
。

「
中
世
都
市
鎌
倉
の
風
景
」
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
三
年
）
な
ど
。
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